
告

示

第
二
号
の
表
県
道
仙
台
松
島
線
の
項
の
前
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

県
道
青
森
東
イ
ン

タ
ー
線

青
森
市
大
字
諏
訪
沢
か
ら
同

市
大
字
三
本
木
ま
で

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
五
年
九
月
二
十
八
日
か
ら
施
行

す
る
。

平成˜œ年 月™�日 金曜日 第š�  号官 報

第
六
十
条
中
「
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
規
定
を
準

用
す
る
」
を
「
は
、
道
路
を
破
損
す
る
お
そ
れ
の
な
い

も
の
と
し
て
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
中
「
原
動
機
付
自
転
車
の
減
速

及
び
停
止
等
に
係
る
」
を
「
原
動
機
付
自
転
車
が
確
実

か
つ
安
全
に
減
速
及
び
停
止
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
か

つ
、
平
坦
な
舗
装
路
面
等
で
確
実
に
当
該
原
動
機
付
自

転
車
を
停
止
状
態
に
保
持
で
き
る
も
の
と
し
て
、」に
改

め
る
。

第
六
十
二
条
中
「
次
の
基
準
に
適
合
す
る
」及
び「
一

個
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項

を
加
え
る
。

２

前
照
灯
は
、
夜
間
に
原
動
機
付
自
転
車
の
前
方
に

あ
る
交
通
上
の
障
害
物
を
確
認
で
き
、
か
つ
、
そ
の

照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、

灯
光
の
色
、
明
る
さ
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
照
灯
は
、
そ
の
性
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、

か
つ
、
取
付
位
置
、
取
付
方
法
等
に
関
し
告
示
で
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
取
付
け
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
二
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
番
号
灯
）

第
六
十
二
条
の
二

原
動
機
付
自
転
車
の
番
号
灯
は
、

夜
間
に
そ
の
後
面
に
取
り
付
け
た
市
町
村
（
特
別
区

を
含
む
。）の
条
例
で
付
す
べ
き
旨
を
定
め
て
い
る
標

識
の
番
号
等
を
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
、
灯
光
の

色
、
明
る
さ
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

番
号
灯
は
、
そ
の
性
能
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、

か
つ
、
取
付
方
法
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
よ
う
に
取
り
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
六
十
二
条
の
三
第
二
項
中
「
尾
灯
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
原
動
機
付
自
転
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交

通
に
当
該
原
動
機
付
自
転
車
の
存
在
を
示
す
こ
と
が
で

き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い

も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
六
十
二
条
の
四
第
二
項
中
「
制
動
灯
は
」
の
下
に

「
、
原
動
機
付
自
転
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交
通
に
当

該
原
動
機
付
自
転
車
が
制
動
装
置
を
操
作
し
て
い
る
こ

と
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が
他

の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
第
二
項
中
「
後
部
反
射
器
は
」
の
下
に

「
、
夜
間
に
原
動
機
付
自
転
車
の
後
方
に
あ
る
他
の
交

通
に
当
該
原
動
機
付
自
転
車
の
存
在
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
六
十
三
条
の
二
第
二
項
中「
原
動
機
付
自
転
車
の
」

を
削
り
、「
方
向
指
示
器
は
」
の
下
に
「
、
原
動
機
付
自

転
車
が
右
左
折
又
は
進
路
の
変
更
を
す
る
こ
と
を
他
の

交
通
に
示
す
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
照
射
光
線
が

他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
」
を
加
え
る
。

第
六
十
四
条
及
び
第
六
十
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

（
警
音
器
）

第
六
十
四
条

原
動
機
付
自
転
車
（
付
随
車
を
除
く
。）

に
は
、
警
音
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

警
音
器
の
警
報
音
発
生
装
置
は
、
次
項
に
定
め
る

警
音
器
の
性
能
を
確
保
で
き
る
も
の
と
し
て
、音
色
、

音
量
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

警
音
器
は
、
警
報
音
を
発
生
す
る
こ
と
に
よ
り
他

の
交
通
に
警
告
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
警

報
音
が
他
の
交
通
を
妨
げ
な
い
も
の
と
し
て
、音
色
、

音
量
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

原
動
機
付
自
転
車
に
は
、
車
外
に
音
を
発
す
る
装

置
で
あ
つ
て
警
音
器
と
紛
ら
わ
し
い
も
の
を
備
え
て

は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
歩
行
者
の
通
行
そ
の
他
の

交
通
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め
原
動
機
付
自
転
車
が

右
左
折
、
進
路
の
変
更
若
し
く
は
後
退
す
る
と
き
に

そ
の
旨
を
歩
行
者
等
に
警
報
す
る
ブ
ザ
そ
の
他
の
装

置
又
は
盗
難
、
車
内
に
お
け
る
事
故
そ
の
他
の
緊
急

事
態
が
発
生
し
た
旨
を
通
報
す
る
ブ
ザ
そ
の
他
の
装

置
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
後
写
鏡
）

第
六
十
四
条
の
二

原
動
機
付
自
転
車
（
付
随
車
を
除

く
。）に
は
、
後
写
鏡
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

原
動
機
付
自
転
車
（
ハ
ン
ド
ル
バ
ー
方
式
の
か
じ

取
装
置
を
備
え
る
原
動
機
付
自
転
車
で
あ
つ
て
車
室

を
有
し
な
い
も
の
を
除
く
。）に
備
え
る
後
写
鏡
は
、

運
転
者
が
運
転
者
席
に
お
い
て
原
動
機
付
自
転
車
の

後
方
の
交
通
状
況
を
確
認
で
き
、
か
つ
、乗
車
人
員
、

歩
行
者
等
に
傷
害
を
与
え
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の

と
し
て
、
当
該
後
写
鏡
に
よ
る
運
転
者
の
視
野
、
乗

車
人
員
、
歩
行
者
等
の
保
護
に
係
る
性
能
等
に
関
し

告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

ハ
ン
ド
ル
バ
ー
方
式
の
か
じ
取
装
置
を
備
え
る
原

動
機
付
自
転
車
で
あ
つ
て
車
室
を
有
し
な
い
も
の
に

備
え
る
後
写
鏡
は
、
運
転
者
が
後
方
の
交
通
状
況
を

確
認
で
き
、
か
つ
、
歩
行
者
等
に
傷
害
を
与
え
る
お

そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
、
当
該
後
写
鏡
に
よ
る

運
転
者
の
視
野
、
歩
行
者
等
の
保
護
に
係
る
性
能
等

に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
項
の
後
写
鏡
は
、
同
項
に
掲
げ
る
性
能
を
損
な

わ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
取
付
位
置
、
取
付
方
法
等

に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
よ
う
に
取

り
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
五
条
の
二
及
び
第
六
十
六
条
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

（
速
度
計
）

第
六
十
五
条
の
二

原
動
機
付
自
転
車
（
付
随
車
を
除

く
。）に
は
、
運
転
者
が
容
易
に
走
行
時
に
お
け
る
速

度
を
確
認
で
き
、
か
つ
、
平
坦
な
舗
装
路
面
で
の
走

行
時
に
お
い
て
、著
し
い
誤
差
が
な
い
も
の
と
し
て
、

取
付
位
置
、
精
度
等
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
速
度
計
を
運
転
者
の
見
や
す
い
箇
所
に
備

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乗
車
装
置
）

第
六
十
六
条

原
動
機
付
自
転
車
の
乗
車
装
置
は
、
乗

車
人
員
が
動
揺
、
衝
撃
等
に
よ
り
転
落
又
は
転
倒
す

る
こ
と
な
く
安
全
な
乗
車
を
確
保
で
き
る
も
の
と
し

て
、
構
造
に
関
し
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

原
動
機
付
自
転
車
の
運
転
者
以
外
の
者
の
用
に
供

す
る
座
席
（
ま
た
が
り
式
の
座
席
を
除
く
。）は
、
安

全
に
着
席
で
き
る
も
の
と
し
て
、
寸
法
等
に
関
し
告

示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

別
表
を
削
る
。

（
道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
運
送
車
両
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年

運
輸
省
令
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
第
五
号
中「（
同
令
第
五
条

第
一
号
及
び
第
二
号
に
係
る
も
の
を
除
く
。）」を
削
る
。

（
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十

一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項

各
号
に
掲
げ
る
基
準
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項

の
規
定
」
に
改
め
る
。

（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
安
全
規
則
の
一
部
改

正
）

第
四
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成

二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
各
号

に
掲
げ
る
基
準
」
を
「
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規

定
」
に
改
め
る
。

（
自
動
車
事
故
報
告
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

自
動
車
事
故
報
告
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸

省
令
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
号
ト
中
「
第
一
条
第
一
項
第
十
一
号
に

規
定
す
る
」
を
「
第
四
十
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定

す
る
品
名
の
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
号

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百

十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
一
年
国
家
公
安

委
員
会
告
示
第
十
六
号
（
道
路
交
通
法
第
百
十
条
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
自
動
車
専
用
道
路
を
指
定
す
る
件
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

小
野

清
子

〇
金

融

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
十
号

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
令
（
平
成
十
三
年
政
令
第
二
百

八
十
五
号
）
第
五
条
第
十
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
三
年
九
月
十
三
日
金

融

庁

農
林
水
産
省
告
示
第
十
三
号

（
農
林
中
央
金
庫
法
の
施
行
に
関
す
る
件
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
し
、平
成
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。平

成
十
五
年
九
月
二
十
六
日

金
融
庁
長
官

高
木

祥
吉

農
林
水
産
大
臣

亀
井

善
之

第
五
条
中
「
農
畜
産
業
振
興
事
業
団
」
を
「
独
立
行
政

法
人
農
畜
産
業
振
興
機
構
」
に
改
め
る
。
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